
NO. 種別
施設等名称
(経営主体）

所在地 検査日等 改善状況

支払われた報酬等の額が報酬等の支給基準に根拠がない。 改善済

社会福祉事業の収入を認められない使途に充てている。 改善済

2 社会福祉法人 東京雄心会 大泉学園町2-26-28 令和5年10月6日

3 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 光が丘6-4-1 令和5年10月26日

4 社会福祉法人 マーガレット学園 大泉学園町6-15-34 令和5年11月10日

5 社会福祉法人 育陽会 田柄2-37-10 令和5年12月8日

評議員会の日時および場所等が理事会の決議により定められていない。 改善済

理事長が、理事会において、定款に定める毎会計年度に４か月を超える間隔で２回以上
の職務執行に関する報告をしていない。

改善済

社会福祉事業の収入を認められない使途に充てている。 改善済

7 社会福祉法人 ねりま共育ちの会 春日町4-1-13 令和6年1月12日 会計 経理規程に定めるところにより、事務処理が行われていない。 改善中

文書指摘事項なし

文書指摘事項なし

6 社会福祉法人 花水木の会 練馬2-1-9 令和5年12月12日 運営

文書指摘事項なし

文書指摘事項なし

　(1)一般監査

令和５年度　練馬区指導検査（監査）等　結果一覧（令和６年６月１日現在）

文書指摘内容

１　社会福祉法人の指導監査結果

1 社会福祉法人 練馬山彦福祉会 富士見台2-19-9 令和5年9月1日 運営
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